
船舶事故調査報告書 

令和３年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（鋼管杭） 

発生日時 令和２年１１月１４日 ０６時５３分ごろ 

発生場所 佐賀県佐賀市早津
は や つ

江
え

川河口南方沖 

 早津江川口西灯台から真方位１８４°２.６海里付近 

 （概位 北緯３３°０６.１′ 東経１３０°１９.３′） 

事故の概要  漁船御幸
み ゆ き

丸は、帰航中、のり養殖区画の鋼管杭に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年１１月１６日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 御幸丸、４.８トン 

ＳＡ３－１７５６０（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部外板に破口 

鋼管杭 擦過傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

日出時刻：０６時４８分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、のり養殖作業を終えた後、約２

５ノットの対地速力で帰航していた。 

 船長は、ＧＰＳプロッターを作動させ、手動操舵により操船に当た

っていたところ、船首方至近に‘のり養殖区画を示す鋼管杭’（以下

「本件鋼管杭」という。）を認め、左舵を取って機関を中立運転とし

たものの、本船が本件鋼管杭に衝突した。 

 本船は、右舷船首部外板に破口を生じたものの自力で航行して帰港

した。 

 本船の操舵室前方にはクレーンが設置されており、船長は、早く帰

航したかったので、クレーンのブームを立てたまま操船を続けてい

た。 

 船長は、クレーンのブームの陰に本件鋼管杭が入っていたのではな

いかと本事故後に思った。 

分析  本船は、帰航中、船長が、操舵室前方に設置されたクレーンのブー

ムを立てた状態で操船を続けたことから、船首方に死角が生じて本件

鋼管杭に接近していることに気付くのが遅れ、本件鋼管杭に衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が帰航中、船長が、操舵室前方に設置されたクレー

ンのブームを立てた状態で操船を続けたため、船首方に死角が生じて



本件鋼管杭に接近していることに気付くのが遅れ、本件鋼管杭に衝突

したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・クレーンを搭載した船舶は、やむを得ない事由のない限り、ブー

ムを納めた状態で航行すること。 

 


